
平成２８年８月入札契約制度改正について 

 

⑴ 前金払制度の改正について 

  前払金の早期支払を通じた早期の事業進捗や経済効果の発現を図る観点から、地方自治法施行規

則の一部を改正する省令（平成２８年総務省令第６１号）が公布・施行され、公共工事の前払金の

使途における材料費等について、現場管理費及び一般管理費等のうち当該工事の施工に要する費用

に拡大し、前金払をすることができるものとされました。 

  なお、現場管理費及び一般管理費等のうち当該工事の施工に要する費用に充てられる前払金の額

の上限は、前払金の総額の１００分の２５とされ、改正後の地方自治法施行規則は平成２８年４月

１日に遡り適用することとされました。 

  これら改正の趣旨に鑑み、平成２８年８月４日付けにて瀬戸市においても公共工事請負契約約款

を改正し、同様の制度改正を行います。なお、前述のとおり、平成２８年４月１日に遡り適用する

ことにより、希望する事業者の方は当該部分の変更契約を行うことにより適用可とすることができ

ますので、発注担当課へ申し出てください。 

 また、前払金の支払限度額についても、建設業者の資金調達の円滑化を図り、工事品質の確保や

下請業者への適切な支払に寄与するため、支払限度額の撤廃を行います。（瀬戸市公共工事の前金払

取扱要綱、瀬戸市公共工事の中間前金払取扱要綱改正） 

 

  ＜前払金使途の拡大＞ 

         改正後                改正前 

直接工事費 

材料費 

労務費 

機械器具賃借料 

機械購入費 

動力費 

 直接工事費 

材料費 

労務費 

機械器具賃借料 

機械購入費 

動力費 

 

 

 

 

共通仮設費 

支払運賃 

修繕費 

仮設費 

 共通仮設費 

支払運賃 

修繕費 

仮設費 

 

 

現場管理費 

労働者災害補償保険料 

 現場管理費 

労働者災害補償保険料 

（施工に要する費用） 

 現場に常駐する社員の給

与、社会保険料などの法定福

利費、訓練費など 

 

 

  

一般管理費等 

保証料 

 一般管理費等 

保証料 

（施工に要する費用） 

 本支店従業員給料など 

  

  

拡大 

拡大 



 

 ＜前払金支払限度額の撤廃＞ 

           改正後             改正前 

支払限度額 支払限度額 

限度額なし １億円 

 

 

 

⑵ 概算数量発注工事の試行開始について 

 工事の性格等に応じた入札契約方式の選択、活用及び発注や施工時期の平準化を目的に、概算数

量発注方式の工事を試行開始します。 

 （瀬戸市概算数量発注工事試行要領制定） 

 

 

 



 

 

 

 



 

愛知県資料から抜粋 


